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Ｇ７首脳声明 

 

1. 我々Ｇ７首脳は、ブチャ及びその他のウクライナの街における、ロシア軍隊による恐る

べき残虐な行為を最も強い言葉で非難する。我々は、ウクライナ及びウクライナ国民と

全面的に連帯し続ける。 

 

2. 民間人及び非戦闘員の大量殺戮は、国際人道法の下で例外なく禁止されている。

我々は、これらの残虐な行為に対する効果的な責任追及につながる、国連事務総長

による独立調査の要請を支持する。我々は、民間人を意図的に対象にした武力行使

及び攻撃を含む戦争犯罪及び国際人道法違反について責任を有する者がその責任を

追及され、裁きにかけられなければならないことを強調する。我々は、国際刑事裁判所

の検察官、国連人権理事会による委任を受けた独立調査委員会、ＯＳＣＥの専門家ミ

ッションによるものを含む、本件に関する調査及び証拠収集のために進行中の作業を

歓迎し、支持する。 

 

3. 我々は、戦争の継続的なエスカレーションに対応する形で経済的及び金融的措置を適

用しつつ、結束した行動を継続し、協調した行動を通じ、この侵略の立案者、すなわち

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領及びその加担者に対してのこの戦争の代償を

更に高めていく。優先事項として、我々は、それぞれの国内法上の手続と整合的な形

で次の行動を直ちにとる。 

 

4. 第一に、我々は、ロシア連邦の経済に対する新たな投資は、我々の安全保障上の利

益及びこの戦争を終わらせるという我々の目的と相容れないものとみなす。したがって、

我々は、エネルギー分野を含むロシア経済の主要分野への新たな投資を禁止する。

前例のない民間企業によるロシアからの撤退は、我々の集団的な制裁の強力な効果

を既に強化している。戦争が続く限り、ロシアは、経済的、金融的及び技術的な孤立へ

の長期的な転落状態に直面することになる。 

 

5. 第二に、我々は、ロシアの安全保障、国家及び経済にとって重要な、先進的な物品及

び特定のサービスの更なる輸出禁止措置をとる。また、我々は、ロシアの歳入を増や

す様々な輸出品に対する輸入制限措置を強化する。  

 

6. 第三に、我々は、ロシアの銀行を世界の金融システムから切り離し続ける。我々は既

に、中央銀行の資産やその他の数多くの金融機関が関与する取引を対象にすること

により、ロシアの金融システムを大幅に弱体化させた。 

 

7. 第四に、我々は、ロシア経済の主要な原動力を構成する国有の団体に対して追加の

制裁を課すことによるものを含め、圧力を強化する。プーチン大統領の政権は、経済安
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定化及びその目的追求のための経済的な最終手段として、これらの機関に頼ることが

もはやできなくなる。 

 

8. 第五に、我々は、プーチン大統領の戦争遂行を支援し、ロシア国民の資源を浪費する

支配層（「エリート」）とその家族に対する取組を継続し、強化する。我々は、各国の法

的枠組みと整合的な形で、追加的な個人及び団体に対する制裁を課す。 

 

9. 第六に、我々は、ロシア軍の戦争遂行能力を弱体化させ、損なわすため、ロシアの防

衛分野に対して追加的な制裁を課す。 

 

10. 第七に、我々は、ロシアからの石炭輸入のフェーズアウトや禁止を含む、我々のエネル

ギー面でのロシアへの依存を低減するための計画を速やかに進める。また、我々は、

ロシアの石油への依存を低減するための取組を加速する。その際、我々は、化石燃料

への全体的な依存の低減とクリーンエネルギーへの移行を加速化することによるもの

を含め、安定的かつ持続可能な世界のエネルギー供給を確保するために、共同で取り

組み、またパートナーと共に取り組んでいく。 

 

11. 我々は、回避、迂回、バックフィルを通じた「制裁破り」を防止するために、我々の国家

執行当局の強化及びパートナーと共に取り組むことによるものを含め、既存の措置の

集団的な実施及び執行を強化する。 

 

12. プーチン大統領の侵略戦争は、世界経済の混乱を引き起こしている。 ウクライナの国

際的に重要な農業部門への影響は、世界の食料安全保障に深刻な負担をかけており、

プーチン大統領とその加担者がその全責任を負っている。我々は、ロシアの行動が第

三国及び自国民に及ぼすエネルギー、食料その他の影響に積極的に対処するため、

パートナーとの協力を続ける。特に、我々は、国連世界食糧計画、国際開発金融機関、

国際金融機関などの国際機関との緊密な協力及び食糧・農業強靱化ミッション（ＦＡＲ

Ｍ）の探求を通じたものを含め、Ｇ７による共同の取組を通じて、世界的な危機が食料

安全保障に及ぼす影響に対処していく。我々の制裁パッケージは、人道支援の提供又

は世界的な農業貿易の運用を妨げないよう、適当な場合には明示的な例外を利用し、

慎重に特定されている。 

 

13. 我々は、ウクライナ国民及び政府に対し、ウクライナ連帯基金を追求することによるも

のを含む、緊急のニーズと同国の長期的な再建の両方の観点から、政治的、財政的、

物的及び人道的な連携した支援の提供を継続する。 

 

（了） 


